
宮城県地域生活支援拠点整備推進事業費補助金交付要綱 

  

（趣 旨） 

第１ 県は，障害の重度化や障害者の高齢化，「親亡き後」を見据えた観点から，地域で安

心して暮らせるよう，地域生活への移行，親元からの自立等に係る相談，一人暮らし，

グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供，ショートステイの利便性・対応

力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保，人材の確保・養成・連携等による専門

性の確保等の機能を備えた拠点（以下「地域生活支援拠点」という。）の整備を図るこ

とを目的とし，社会福祉法人，医療法人，日本赤十字社，公益社団法人，一般社団法人，

公益財団法人，一般財団法人，特例民法法人，特定非営利活動法人及び営利法人等（以

下「社会福祉法人等」という。）が行う地域生活支援拠点の整備に要する経費について，

当該社会福祉法人等に対し，予算の範囲内において，宮城県地域生活支援拠点整備推進

事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付等に関しては，

補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定める

もののほか，この要綱に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２ この要綱における用語の定義は次のとおりとする。 

（１）「多機能拠点型」とは，単一の事業者が単一の施設において，地域生活支援拠点

の機能を果たすことをいう。 

（２）「面的整備型」とは，単一の事業者又は複数の事業者が複数の施設間で連携を図

ることにより，地域生活支援拠点の機能を果たすことをいう。 

 

（補助対象事業等） 

第３ 補助金の対象事業は，宮城県内（仙台市内を除く。）において，宮城県地域生活支援

拠点整備推進事業計画認定要綱（平成２８年５月２０日施行）第４の規定により県から

認定を受けた事業であって，次に掲げる事業とする。 

（１）施設整備 

（２）連携体制構築 

（３）開設準備 

２ 補助対象事業の区分ごとの事業内容は別表１のとおりとし，補助対象経費，補助率，

補助基準額及び補助額は別表２のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，様式第１号によるもの

とする。 

２ 前項の申請書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

（１）申請額算出内訳書 

（２）事業計画書      

（３）歳入歳出予算（補正見込）書抄本 

（４）納税証明書（県税） 

（５）暴力団排除に関する誓約書 



（６）その他知事が必要と認める書類等 

３ 次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人等は，交付申請することができない。  

 （１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団

員等 

 （２）県税に未納がある者 

４ 知事は，前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について，県警本

部長宛て照会することができる。 

 

（交付の条件） 

第５ 規則第５条第１項の規定による交付の条件は，次のとおりとする。 

（１）補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は，補助対象事業の内容及び

経費の配分の変更をしようとするときは，あらかじめ様式第２号による申請書を知

事に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，次に掲げる変更について

はこの限りでない。 

イ 補助事業に要する経費の２０％以内の減少の変更である場合 

ロ 補助事業に要する経費の区分相互間の２０％以内の変更である場合 

ハ 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合 

（２）補助事業の全部を中止し，又は廃止する場合においては，様式第３号により，知

事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期限内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては，様式第４号により速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

２ 知事は，前項の承認等をする場合において，必要に応じ交付決定の内容を変更し又は

条件を付することができる。 

 

（状況報告） 

第６ 規則第１０条の規定による報告は，次の時期ごとに様式第５号により行わなければ

ならない。 

 （１）補助対象事業に着手したとき 

 （２）前号の事業着手した日の属する年度の１２月末日現在の状況について翌月１０日

まで 

 

（実績報告） 

第７ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，様式第６号による

ものとする。 

２ 前項の補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとする。 

（１）精算額内訳書 

（２）事業実績報告書 

（３）歳入歳出決算（見込）書抄本 

（４）その他知事が必要と認める書類等 

 

（補助金の交付方法） 

第８ 補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た



だし，事業の遂行上必要があると認めるときは，補助金を概算払により交付することが

ある。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９ 補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には，様式第７号により速やかに知事

に報告しなければならない。 

２ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の管理） 

第１０ 補助事業者は，補助事業が完了した後も補助事業により取得し又は効用が増加し

た財産（以下「取得財産等」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとと

もに，補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。  

２ 補助事業者は，取得財産等について，その台帳を設け，その保管状況を明らかにして

おかなければならない。 

 

 （財産の処分の制限） 

第１１ 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は，その取

得価格又は効用の増加の価格が３０万円以上であるものとする。 

２ 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は，「補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第

２号の規定により，厚生労働大臣が定める「補助事業等により取得し，又は効用の増加

した財産の処分制限期間」（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）に定める社会福祉

施設整備費補助金に係る財産及び処分制限期間を準用する。 

３ 補助事業者は，規則第２１条の知事の承認を受けようとするときは，様式第８号によ

り知事に申請し，あらかじめ承認を受けなければならない。 

４ 知事は，規則第２１条の規定に基づいて財産の処分を承認した場合において，当該承

認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは，当該

補助事業者に対して，その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させるものとす

る。 

 

（書類の提出部数） 

第１２ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は，各１部とする。  

 

（関係書類の保管等） 

第１３ 事業者は補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し，補助事業が

終了した年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２８年５月２０日から施行し，平成２８年度予算に係る補助金に適

用する。  



附 則 

１ この要綱は，平成２９年８月１日から施行し，平成２９年度予算に係る補助金に適用

する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，

当該補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，令和元年１１月１日から施行し，令和元年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，

当該補助金にも適用するものとする。 

３ この要綱の施行前の宮城県地域生活支援拠点整備推進事業費補助金交付要綱に基づき

補助金の交付を受けた宮城県地域生活支援拠点整備推進事業に対する補助額の適用に

ついては，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第３関係） 

区 分 事業内容 

（１）施設整備 

イ 多機能拠点型 

ロ 面的整備型 

次の地域生活支援拠点の施設整備 

イ 多機能拠点型 

拠点となる施設の創設，改築又は大規模修繕等 

ロ 面的整備型 

次の施設の創設，改築又は大規模修繕等 

 （イ）障害者支援施設又は共同生活援助事業所 

 （ロ）短期入所事業所 

 （ハ）相談支援事業所 

（２）連携体制構築 地域生活支援拠点を構築するための他法人や自治体等との

連携・協力体制づくり 

（３）開設準備 地域生活支援拠点となる施設を開設するために必要な環境

の整備（備品の購入） 

注１）「創設」とは「新たに施設を整備すること」をいい，「改築」とは「既存施設の改築

整備をすること」をいい，「大規模修繕等」とは「平成 17 年 10 月 5 日社援発第 1005006

号厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉施設等施設整備における大規模修繕等の取扱

いについて」により整備をすること」をいう。 

  



別表２（第３関係） 

区 分 補助対象 

経費 

説 明 補

助

率 

補助基準額 補助額 

（１） 

施設整

備 

工事費又

は工事請

負費 

拠点となる施設の整備（総

事業費が 30 万円以上のもの

に限り，施設の整備と一体的

に整備されるものであって，

知事が必要と認めた整備を

含む。）に必要な工事費又は

工事請負費（土地の購入又

は整地に係る費用を除く）

及び工事事務費（工事施工

に直接要する費用であっ

て，旅費，消耗品費，通信

運搬費，印刷製本費，設計

費，工事監理料等をいい，

その額は工事費又は工事

請負費の２．６％に相当す

る額を限度額とする。） 

３

／

４

以

内 

社会福祉施設

等施設整備費

国庫補助金交

付要綱（平成

１７年１０月

５日付け厚生

労働省発社援

第１００５０

０３号厚生労

働事務次官通

知「社会福祉

施設等施設整

備費の国庫補

助について」

別紙）に定め

る補助基準額

に準じる。 

〇創設及び改築の場合 

対象経費の実支出額に３／４を

乗じて得た額（千円未満切り捨て）

と，総事業費から寄附金その他収

入額（社会福祉法人等（営利法人

を除く。）の場合は，寄附金収入額

を除く。以下同じ。）を控除した額

に３／４を乗じて得た額（千円未

満切り捨て）と，補助基準額を比

較して，最も低い額以内 

 

〇大規模修繕等の場合 

対象経費の実支出額と，総事業費

から寄附金その他収入額を控除し

た額と，補助基準額を比較して，

最も低い額に３／４を乗じて得た

額（千円未満切り捨て）以内 

（２） 

連携体

制構築 

報償費 講師等への謝礼等 ３

／

４

以

内 

500 千円 対象経費の実支出額に３／４を乗

じて得た額（一円未満切り捨て）

と補助基準額を比較して，低い方

の額以内 

旅費・交通

費 

電車賃，タクシー代，宿泊

料等 

委託料 事業計画の向上に必要な

調査研究等の委託，事業主

体では実施が困難な専門

的な業務の外注等に係る

費用 

その他 上記のほか，事業実施に必

要と知事が認める経費 

（３） 

開設準

備 

備品購入

費 

備品の購入費（設置に係る

工事請負費を含む） 

３

／

４

以

内 

1,000 千円 対象経費の実支出額に３／４を乗

じて得た額（一円未満切り捨て）

と補助基準額を比較して，低い方

の額以内  その他 上記のほか，拠点の開設に

必要と知事が認める経費 

注１）他の補助金等を受けて事業を実施する場合，当該他の補助金等の補助対象となる経

費は，本補助事業の対象としない。 

  



様式第１号 

    年度宮城県地域生活支援拠点 

整 備 推 進 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

                                                             番     号 

                                                             年  月  日 

 

 宮城県知事       殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

 

     年度において宮城県地域生活支援拠点整備推進事業を下記により実施したいの

で，補助金等交付規則第３条の規定により，宮城県地域生活支援拠点整備推進事業費補助

金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

（１）補助事業に要する経費  金       円 

（２）補助金交付申請額    金       円 

２ 申請額算出内訳書（別紙（１）のとおり） 

３ 事業計画書（別紙（２）のとおり） 

４ 歳入歳出予算（補正見込）書抄本 

５ 納税証明書（県税） 

６ 暴力団排除に関する誓約書 

７ その他知事が必要と認める書類等 

 

 

 

 

 



別紙（１） 

（都道府県市名）　　　　　　　　　　（設置者の名称）　　　　　　　　　　　　（施設の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 経 費 の

実 支 出 差 引 額 補 助 額

（ 予 定 ） 額 単 価 （EとFの少ない方の額）

A 円 B （ ≦ A ） 円 C 円 D （ =B-C ） 円 E 円 F 円 G 円

建 設 費

本体工事費

工事事務費

（注） （１）項目は，実際の経費に応じて適宜修正すること。

（２）施設整備事業が大規模修繕の場合は，Ｆ欄には補助基準額に３／４を乗じた額を記載すること。

合　　　　　　　　　　　　計

申 請 額 算 出 内 訳 書

設 置 者 の

総 事 業 費

寄 付 金 そ の 他

の 収 入 額

算定 基 準 に よる

算 定 額施 設 種 別

１ 施 設 整 備 費

Ｄ × ３ ／ ４

２ 連 携 体 制 構 築 費

研 修 会 費 用

○ ○ ○ 委 託 費 用

３ 開 設 準 備

備 品 費 用

 

 



別紙（２） 

事   業   計   画   書 

 

１ 事業概要 

 （１）事業実施場所又は地区 

 （２）事業の目的及び効果 

 （３）地域生活支援拠点の整備方法（該当する方を■） □ 多機能拠点型  □ 面的整備型  

 （４）設置主体及び経営主体 

 

２ 施設整備に係る事業計画 

 （１）対象施設の概要 

   ア 施設の名称及び所在地 

   イ 施設の種類 

   ウ 入所（利用）定員 

現在定員 増加定員 合計 

人 人 人 

 

 （２）施設の規模及び構造 

   ア 整備事業（解体撤去工事費を除く。） 

   （ア）敷地面積             ㎡ 

   （イ）敷地の所有関係（自己所有地，借地，買収（予定）地の別） 

   （ウ）施設整備の区分（創設，改築，大規模修繕の別） 

   （エ）建物の面積  建築面積          ㎡，延面積          ㎡ 

   （オ）建物の構造（   造） 

    （注）１ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。 

             ２ 配置図及び各階平面図を添付すること。 

     イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

   （ア）建物の面積  建築面積          ㎡，延面積          ㎡ 

   （イ）建物の構造（   造） 

     （ウ）建築年月日 

   （エ）補助金の区分（昭和○○年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

   （オ）処分（取りこわし）年月日 

    （注）既存施設の解体撤去工事が分かるものを添付すること。 

 

 （３）整備費内訳 

   ア 主体工事費                        円 

   イ 工事事務費                        円 

   ウ 小計（本体工事費）                円 

         工事費                            円 

     エ 解体撤去工事費             円 

     オ 合  計                          円 

     （注） 工事費費目別内訳書を添付すること。 



 （４）財源内訳 

     ア 県補助金                          円 

     イ  設置者負担金                      円 

         （内訳）自己資金                 円 

                 借入金                 円 

                 寄付金                  円 

     ウ 合  計                          円 

（５）施工計画 

     ア 契約年月日 

     イ 着工年月日 

     ウ 竣工年月日 

     エ 事業開始年月日 

 （６）補助金等交付規則第２１条に規定する財産処分（抵当権の設定）の有無  

      有 ・ 無 

 （７）その他参考事項 

                         

３ 連携体制構築に係る事業計画 

  別紙のとおり 

 

４ 開設準備経費 

  別紙のとおり 

 

５ 事業実施スケジュール 

  別紙のとおり 

 

 

  



歳入歳出予算（補正見込）書抄 本 

 

１ 歳 入 

 

 

 

補正前予算額 

 

補正後予算額 

 

増   減 

 

備  考 

 

県 補 助 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 財 源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄  付  金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ  の  他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 歳 出 

 

 

 

補正前予算額 

 

補正後予算額 

 

増   減 

 

備  考 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この歳入歳出予算（補正見込）書抄本は，原本と相違ないことを証します。 

      年  月  日 

 

                    法人名 

                    代表者名 

 

 

  



様式第２号 

    年度宮城県地域生活支援拠点

整 備 推 進 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書 

 

                                                             番     号 

                                                             年  月  日 

 

 宮城県知事       殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県地域生活支援拠点整

備推進事業費補助金の交付決定の通知のありました宮城県地域生活支援拠点整備推進事業

について，事業の内容を下記のとおり変更したいので承認されるよう関係書類を添えて申

請します。 

 

記 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

 



様式第３号 

    年度宮城県地域生活支援拠点 

整備推進事業中止（廃止）承認申請書 

 

                                                             番     号 

                                                             年  月  日 

 

 宮城県知事       殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県地域生活支援拠点整

備推進事業費補助金の交付決定の通知のありました宮城県地域生活支援拠点整備推進事業

について，下記のとおり事業を中止（廃止）したいので承認されるよう関係書類を添えて

申請します。 

 

記 

１ 中止（廃止）の理由 

 

２ 中止の期間 

 

 

 

  



様式第４号 

    年度宮城県地域生活支援拠点 

整 備 推 進 事 業 遅 延 等 報 告 書 

 

 

番     号   

                                                             年  月  日   

 

 宮城県知事       殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県地域生活支援拠点整

備推進事業費補助金の交付決定の通知のありました補助事業について，宮城県地域生活支

援拠点整備推進事業費補助金交付要綱第５の規定により下記のとおり報告します。  

 

記 

１ 事業の概要 

 

２ 補助事業の進捗状況 

 

３ 補助事業に要した経費 

 

４ 遅延又は困難な理由及び原因 

 

５ 今後の措置 

 

６ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

（注）遅延又は困難の理由を立証する書類を添付すること。 

 

  



様式第５号 

    年度宮城県地域生活支援拠点整備推進  

事業工事着工（工事進ちょく状況）報告書 

 

                                                             番     号 

                                                             年  月  日 

 

 宮城県知事       殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県地域生活支援拠点整

備推進事業費補助金の交付決定の通知のありました宮城県地域生活支援拠点整備推進事業

の工事着工（工事進ちょく状況）について，同補助金交付要綱第６の規定により下記のと

おり報告します。 

 

記 

１ 施設整備事業 

 

建物の構造 

  及び面積 

 

 

 

 

経費内訳 

建物工事       円 

  工事事務費            円 

  計                   円 

着工年月日  

 

完成予定年月日 

 
 

 

月  別  工  事  工  程  表 

出 

 

来 

 

高 

 

 

 

 年月 

 

 月 

 

 月 

 

 月 

 

 月 

 

 月 

 

 月 

建物工事 

 

金額 

  ％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 連携体制構築事業 

（１）既に取り組んだ内容及び事業費 

（２）今後実施予定及び事業費 

 

３ 開設準備 

 （１）購入済備品等及び購入費 

 （２）今後購入予定備品等及び購入予定費 



様式第６号 

    年度宮城県地域生活支援拠点 

整 備 推 進 事 業 実 績 報 告 書 

 

                                                             番     号 

                                                             年  月  日 

 

 宮城県知事       殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県地域生活支援拠点整

備推進事業費補助金の交付決定の通知のありました宮城県地域生活支援拠点整備推進事業

について，下記のとおり実施しましたので補助金等交付規則第１２条の規定により，関係

書類を添えて報告します。 

 

記 

１ 精算額内訳書（別紙（１）のとおり） 

２ 事業実績報告書（別紙（２）のとおり） 

３ 歳入歳出決算（見込）書抄本 

 

 



別紙（１） 

（都道府県市名）　　　　　　　　　　（設置者の名称）　　　　　　　　　　　　（施設の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 経 費 の E と F の 少 な 補 助 金 差 し 引 き

実 支 出 差 引 額 補 助 金 額

（ 予 定 ） 額 決 定 額 い 方 の 額 受 入 済 額 過 不 足 額

A 円 B （ ≦ A ） 円 C 円 D （ =B-C ） 円 E 円 F 円 G 円 H 円 Ｉ 円 J(=H-I) 円

建 設 費

本体工事費

工事事務費

（注） （１）項目は，実際の経費に応じて適宜修正すること。

（２）施設整備事業が大規模修繕の場合は，Ｆ欄には補助基準額に３／４を乗じた額を記載すること。

精 算 額 内 訳 書

合　　　　　　　　　　　　計

設 置 者 の

総 事 業 費

寄 付 金 その他

の 収 入 額

補 助 金 交 付

施 設 種 別

１ 施 設 整 備

D × ３ ／ ４

２ 連 携 体 制 構 築 費

研 修 会 費 用

○ ○ ○ 委 託 費 用

３ 開 設 準 備

備 品 費 用

 

 



 別紙（２） 

事  業  実  績  報  告  書 

１ 事業概要 

 （１）事業実施場所又は地区 

 （２）事業の目的及び効果 

 （３）地域生活支援拠点の整備方法（該当する方を■） □ 多機能拠点型  □ 面的整備型 

 （４）設置主体及び経営主体 

 

２ 施設整備に係る事業計画 

 （１）対象施設の概要 

   ア 施設の名称及び所在地 

   イ 施設の種類 

   ウ 入所（利用）定員 

現在定員 増加定員 合計 

人 人 人 

 

 （２）施設の規模及び構造 

   ア 整備事業（解体撤去工事費を除く。） 

   （ア）敷地面積             ㎡ 

   （イ）敷地の所有関係（自己所有地，借地，買収（予定）地の別） 

   （ウ）施設整備の区分（創設，改築，大規模修繕の別） 

   （エ）建物の面積  建築面積          ㎡，延面積          ㎡ 

   （オ）建物の構造（   造） 

                  

     イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

   （ア）建物の面積  建築面積          ㎡，延面積          ㎡ 

   （イ）建物の構造（   造） 

     （ウ）建築年月日 

   （エ）補助金の区分（昭和○○年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

   （オ）処分（取りこわし）年月日 

 

 （３）整備費内訳 

   ア 主体工事費                        円 

   イ 工事事務費                        円 

   ウ 小計（本体工事費）                円 

         工事費                            円 

     エ 解体撤去工事費             円 

     オ 合  計                          円 

     （注）工事費仕様書，工事費費目別内訳書，工事事務費内訳書を添付すること。 

 

 （４）財源内訳 

     ア 県補助金                          円 

     イ  設置者負担金                      円 

         （内訳）自己資金                 円 



                 借入金                 円 

                 寄付金                  円 

     ウ 合  計                          円 

  

 （５）補助金等交付規則第２１条に規定する財産処分（抵当権の設定）の有無 

      有 ・ 無 

 （６）その他参考事項 

                         

３ 連携体制構築に係る事業計画 

  別紙のとおり 

 

４ 開設準備経費 

  別紙のとおり 

 

 

   （添付書類） 

１ 施設整備事業 

 （１）工事請負契約書の写し，支払領収書の写し 

 （２）工事完了を確認するに足る検査済証の写 

   （建築基準法第７条第５項又は第１８条第７項の規定による検査済証） 

 （３）各室ごとに室名及び面積を明らかにした表 

 （４）建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図 

 （５）建物内外の主要部分の写真 

 （６）工事契約金額報告書（別紙①） 

  （７）抵当権の設定を証明できる書類（登記簿の写し等） 

（注)工事事務費で，工事監理委託を行った場合は，（６）に準じた様式を提出すること。 

 

２ 連携体制構築事業 

 （１）補助対象経費に係る支払領収書の写し 

 （２）会議等の開催，視察等を行った場合は，その記録及び写真の写し 

 

３ 開設準備 

 （１）備品購入費等に係る支払領収書の写し 

 （２）購入備品等の写真 

  



（別紙①） 

                                                              番     号 

                                                            年  月  日 

 

 宮城県知事          殿 

 

                                            申請者   住所 

                                                        法人名 

                                                        代表者名 

                      

                                            施工業者    業者名 

                                                        代表者名 

 

工 事 契 約 金 額 報 告 書 

 

 発注者（委託者）          と請負者（受託者）           は○○施

設建設工事に係る工事請負契約（設計監理委託契約）を次のとおり締結し施工するとともに，補

助金についてもこれに基づき算定したことを報告する。 

 

 

 

 

  契 約 年 月 日 

 

金額 

 

 当初○○工事請負契約 

 

     年  月  日 

 

金           円 

 

 ○○変更（追加）契約 

 

     年  月  日 

 

金           円 

 

 

 

     年  月  日 

 

金           円 

 

 設 計 管 理 委 託 契 約  

 

     年  月  日 

 

金           円 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

金           円 

 

 

 

  



歳 入 歳 出 決 算 （ 見 込 ） 書 抄 本 

 

１ 歳 入 

 

 

 

予 算 額 

 

決 算 額 

 

増   減 

 

備  考 

 

県 補 助 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 財 源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄  付  金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ  の  他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 歳 出 

 

 

 

予 算 額 

 

決 算 額 

 

増   減 

 

備  考 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ○  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この歳入歳出決算（見込）書抄本は，原本と相違ないことを証します。 

       年  月  日 

 

                     法人名 

                     代表者名 

  



様式第７号 

    年度消費税及び地方消費税 

に 係 る 仕 入 控 除 税 額 報 告 書 

 

 

 

番 号   

年  月  日   

 

 

 宮城県知事       殿 

 

 

申請者  住 所         

法 人 名         

代表者名         

 

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第  号で交付決定を受けた平成  年度宮城

県地域生活支援拠点整備推進事業費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額につ

いて，下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 施設の種類及び名称 

２ 補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号）第１３条の規定による 

  確定額又は事業実績報告による精算額         金      円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る 

  仕入控除税額（返還相当額）             金      円 

４ 添付書類 

  （１）３の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等 

  （２）その他，知事が必要と認めるもの 



様式第８号 

宮城県地域生活支援拠点整備推進 

事業費補助金財産処分承認申請書 

 

番         号   

  年  月  日   

 

 

 宮城県知事       殿 

 

 

申請者  住 所          

法 人 名          

代表者名          

  

 

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県地域生活支援拠点整備推進

事業費補助金の交付決定の通知のありました宮城県地域生活支援拠点整備推進事業により取得し

た財産を下記のとおり処分したいので，承認されるよう申請します。 

 

記 

１  取得財産の名称及び取得年月日 

 

 

２  取得価格及び時価 

 

 

３  処分の方法（売却の場合は，売却先及び売却価格を記載すること。） 

 

 

４  処分の理由 

 


